
現在の経済情勢下における知的財産裁判の大局支持に係わる若干の問題に関する最高人民法院の意見

最高人民法院の「現在の経済情勢下における知的財産裁判の大局支持に係わる若干の問題に関する意見」の印刷配布に関する通知

法発〔2009〕23号
各省・自治区・直轄市の高級人民法院、解放軍軍事法院、新疆ウイグル自治区高級人民法院生産建設兵団分院　御中

「現在の経済情勢下における知的財産裁判の大局支持に係わる若干の問題に関する最高人民法院の意見」を印刷し、配布する。裁判における実際状況を考慮し、これを真剣かつ厳格に履行すること。

2009年4月21日

現在、わが国の国民経済は安定した比較的速い成長を続けており、改革開放が深く推進され、社会事業の発展も加速し、国民生活もいっそう改善されたが、同時に厳しい困難と挑戦に直面している。全国「両会」の精神を深く徹底的に実践し、国家知識産権戦略を実践するため、国際金融危機の影響への有効な対応として知的財産裁判がより大きく寄与できること、また経済の安定した比較的早い発展という大局を促進できること、さらに「成長維持、民生保全、安定保持」の実現に向けてより積極的な貢献ができることを期して、現在の経済情勢下における人民法院の知的財産裁判の大局支持に係わる若干の問題について、次の通り意見を提示する。

一、実情を立脚点とし、重点を明確にして、知的財産裁判の大局に対する取り組みの適切性と有効性を強化することに努める。

1、知的財産の保護が経済の安定した比較的早い発展を促進することの重要性を十分に認識し、大局を支持するという使命感をいっそう強めること。知的財産は国の技術革新能力とその水準を集中的に体現するものであり、かつ国が発展するための戦略的資源であり、国際競争力を向上させる核心的要素である。現代の経済競争とは、根本においては知的財産の競争である。知的財産の保護を強化し、知的財産の創造と運用、管理の水準を向上させることは、経済構造の調整を加速し、発展モデルの転換を図り、自主創新を推進して、改革を前進させ、対外開放の水準を高め、それによって経済の安定した比較的早い発展を促進する上で、いずれも重要な意味を持つ。技術革命はしばしば経済危機の中で起こり、技術革命がまた新たな経済成長と繁栄をもたらす重要な引き金になることは、歴史上の経験が示すところである。現在の経済情勢下において知的財産の保護を強化することは、技術革新と技術革命の有効な促進、新興産業の創出、新たな市場ニーズの創造、新しい経済成長点の育成のため、また経済の新しい発展方向を導く上で、重要な役割を果たす。

2、国内及び国外の経済情勢の変化の中で知的財産裁判に求められる新たな内容に最大の注意を払い、取り組みの適切性と有効性、主体性のいっそうの増強を図る。現在の経済情勢下において、知的財産裁判にはより新しく、高度な要求と期待が投げかけられている。知的財産司法保護は強化と向上のみが許され、緩和や軟弱化は許されない。各級法院は危機意識と憂患意識、マクロ意識、大局意識を高め、創造の空間を広げることにいっそう力を尽くし、自主知的財産と自主ブランド、新たな経済成長点の育成を促進するとともに、企業の市場競争力と国のコアコンピタンスの強化に取り組まなければならない。また、開放的で自由な貿易環境と投資環境を創出することにより大きな力を入れ、市場秩序の規範化と公平な競争の保護、社会主義市場経済体制の改善、信用社会の大々的な建設推進を図り、危機を機会に変える中で、知的財産裁判の独自の職能作用を十分に発揮しなければならない。

二、特許権保護の取り組みを強化し、技術革新能力の育成と革新環境の拡大を図り、自主創新を積極的に推進する。

3、新たに改正された専利法の実施を契機とし、特許裁判を高度に重視するとともに、特許裁判の水準を全面的に向上させる。特許を核心とした技術革新の成果が企業と国のコアコンピタンスを構成しており、特許権保護の強化は技術進歩と自主創新に対して最も直接的で、最も重要な促進作用を持つ。関連の各法院は革新能力の向上と創新型国家の建設を目指す責任感と使命感を強め、特許案件の審理を高度に重視し、特許裁判の水準を向上させることを重要な任務と認識しなければならない。また、特許法の立法の主旨と精神を深く理解し、これを正しく把握するとともに、調査研究を強化して、新しい状況を即座に発見し、新問題の解決を図り、改正後の特許法が正しく実施されることを確保しなければならない。

4、特許に係わる司法政策を正しく把握し、特許権保護を着実に強化する。わが国の国情から出発し、わが国の技術的な発展段階と産業知識産権政策に基づき、法に従って特許司法保護の合理的な範囲と強度を決定する。革新に向けた企業の投資意欲、創造を目指す個人の熱意、創造力に富んだ社会の活力を確保しながら、特許権が技術の進歩を阻み、競合相手を不正に攻撃する道具となることを防ぐ。また、全社会の資本と技術リソースの十分な活用と配置を図り、技術情報の伝達と利用を加速しなければならない。特許権侵害を判定するための原則と方法を正しく適用するとともに、裁判の経験を一歩進んで総括し、権利要求の解釈規則と権利侵害の比較判定基準を改善する。発明特許と実用新案特許の権利要求を正しく解釈し、特許権の保護範囲を正確に定め、単純に特許権保護範囲を権利要求に記載された文字通りの意味だけに制限したり、権利要求を任意に拡張できる技術指導として見なしたりせず、これら両極端の解釈の中間の立場から出発し、権利要求の解釈が特許権者に公平な保護を提供しつつ、国民に向けて合理的な法律安定性を確保できるようにしなければならない。権利要求に単独で記載された技術的特徴は、いずれも技術的特徴の比較対象とする。特許権者が実施権の許諾と設定の過程で行った実質的な放棄や制限は、権利侵害訴訟において反言することを禁止し、後から関連の技術内容を保護範囲に含めることはできない。均等侵害の適用条件を厳格化し、均等侵害の適用規則について、その改善を模索する。保護範囲を不当に拡張することを防ぐ。法に基づきさまざまな権利不侵害の抗弁事由と権利侵害責任の抗弁事由を真剣に審査するとともに、先使用権を合理的に認定し、法に従って既存の技術抗弁を支持する。

三、コーポレートアイデンティティーに対する保護を強化し、ブランド経済の発展を積極的に推進するとともに、市場秩序を規範化し、公平な競争を保護する

5、著名ブランドの市場価値を十分に尊重し、著名ブランドに対する保護を法に基づき強化する。著名ブランドは企業の競争優位を集約したものであり、企業が国内及び国外の市場競争に参与する武器になる。それは核心となる経済的競争力の象徴であり、企業と国の戦略的資産であると同時に、市場の消費方向を導く主要な要素である。人民法院は法に従って商標保護を強化し、不正競争を防止することで、著名ブランドの創出と発展に調和的で寛容な法律環境を提供し、ブランド経済の発展の促進、消費需要の刺激と創造、経済成長のけん引、わが国の企業の国内競争力と国際競争力の強化に取り組まなければならない。

6、商標司法政策を整備し、商標保護を強化するとともに、独自ブランドの育成を推進する。商標の専用権を正確に把握し、権利範囲を合理的に定め、商標資源の合理的な利用を確保すると同時に公平な競争の保護に努める。また、使用が許可された商品と使用が認定された商標を基礎とし、商標専用権の核心部分に対する保護を強化して、同時に市場の混同を目安とし、商標の排除範囲を合理的に定め、経営者同士が商標使用上の境界を明確に理解できるようにする。これにより、独自ブランドの創出と発展に向けて十分な法的環境を提供する。商標登録者の許諾を経ずに同一種類の商品においてその登録商標と同じ商標を使用した場合、正当かつ合理的な使用を構成する状況を除き、権利侵害行為の認定の際に混同要素を考慮する必要はない。商品の類似と商標の近似を認定する場合は、保護を請求する登録商標の顕著性と市場における著名性を考慮する。顕著性の程度と市場における著名性の程度が高い場合、その高さに応じてより広く、強い保護を与えなければならない。それによって市場競争の優秀者を奨励し、市場環境をクリーンにするとともに、不正な「相乗り」行為や模倣行為を防止する。

7、登録商標の実際の使用と民事責任の関系を適切に処理する。民事責任を負わせることで商標使用の奨励と商標リソースの活性化に有益なようにし、登録商標を不当に利用して、チャンスをねらってうまく立ち回る投機的な行為を防ぐ。保護を請求する登録商標が実際には商業上使用されていない場合は、民事責任を確定する際、権利侵害行為の停止命令を主な方式とすることができる。賠償責任を確定する際には、実際には使用されていない事実を適切に考慮し、権利保護のために支払った合理的な費用を除き、実質的な損失とその他損害が確かに存在しない場合、一般的には権利侵害の被控訴人の利益獲得によって賠償を確定するものではない。登録者または被譲渡者に実際に使用する意思がなく、登録商標を賠償請求のための道具としてのみみなしている場合、賠償を行わない。登録商標が、商標法の規定する3年連続の使用停止という状況に合致する場合、その損害賠償請求を支持しなくともよい。

8、馳名商標の司法認定審査に対する監督を強化し、馳名商標司法保護制度を改善して、司法保護の権威性と信用性を確保する。馳名商標の認定範囲と認定条件を厳格に把握し、認定範囲の拡張と認定条件の緩和を厳禁する。商標が著名であるか否かは起訴された権利侵害行為の要件を認定するための状況ではなく、いずれも商標が著名であるかを認定してはならない。類似商品の認定範囲内において保護を与えることができる登録商標は、いずれも馳名商標の認定が不要である。法律の要求に確かに合致する馳名商標合に対しては、保護を強化して、馳名商標を貶め、薄める権利侵害行為の防止を徹底するとともに、馳名商標のブランド価値を法に従い保護する。「馳名商標の認定に係わる民事紛争案件の管轄問題に関する最高人民法院の通知」（法〔2009〕1号）を厳格に履行し、同通知の発表以降、管轄権を持たない法院が受理したこの種の案件は、いずれも管轄権を持つ法院に送致しなければならない。同通知の発表前に受理し、審理が終了していないこの種の案件は、判決前審査制度を厳格に履行する。各級法院は馳名商標認定済みの案件に対する評価と調査、裁判監督を強化する。偽造証拠を偽造し、馳名商標の認定を騙し取った案件と、その他違法に認定された馳名商標の案件に対しては、いずれも裁判監督の手順を通じて是正させなければならない。当事者が馳名商標の認定に係わる案件において民事訴訟の妨害を行った場合、法に基づき制裁を行う。管轄権を持つ法院はいずれも馳名商標司法認定に対する各関係機関の監督を積極的に受け入れ、問題を発見した場合即座に解決を図る。馳名商標司法保護に関する司法解釈が発表され、公布された後、各級法院はそれを真剣かつ徹底的に実施し、馳名商標司法保護をいっそう規範化する。

9、商標の権利化と使用権確認に係わる案件の裁判業務を強化し、商標の保護と市場秩序の維持の関係を正しく処理する。第三者が不当に先使用商標を登録することを有効に防ぎ、一定の知名度を持つ先使用商標に対する保護を強化すると同時に、相対的権利としての商標の属性を正確に把握し、著名ではない登録商標に対して、区分を超えた保護を軽率に与えないようにする。また、商標登録取消の公権事由と私権事由を正しく区別し、商標登録の取消範囲を不適切に拡大することを防ぎ、任意に商標登録の取消が行われないようにする。登録及び使用の期間が比較的長く、市場における高い名声と自身と係わる公衆を備えた商標を軽率に取り消してはならず、先使用権を法に従って保護すると同時に、関係する公衆が客観的に当該商標を識別している市場の実際状況を尊重する。先使用権の保護と市場秩序の維持の協調を目指す商標法の立法精神を理解し、既に形成され、安定化した市場秩序の維持に注意を払い、当事者による商標紛争制度を利用した投機行為と欺瞞行為、強奪行為を防ぎ、登録済み商標を軽率に取り消すことによって企業の正常な経営に深刻な困難を及ぼさないようにする。第三者の著作権、企業名称権などの先使用財産権と抵触する登録商標について、商標法が規定する紛争期限を超過しており、取り消しが不可能である場合、先使用権者は依然として訴訟時効の期間内に権利侵害民事訴訟を提起することができるが、人民法院は当該登録商標の使用を停止する民事責任の判決を行わない。

10、登録商標及び企業名称と先使用権の抵触を適切に処理し、「有名ブランドただ乗り」などの不正な競争行為を法に基づき制止する。登録商標同士の権利抵触に係わる民事紛争を除き、登録商標及び企業名称と先使用権の抵触に関する民事紛争については、被告が実際の使用において、登録商標を改変したり、あるいは使用を認められた商品の範囲を超えて登録商標を使用したりすることに係わる紛争を含め、私権紛争に該当し、かつ民事訴訟法が規定する受理条件に合致する場合、人民法院はこれを受理する。権利侵害によって起訴された商標が、人民法院が案件を受理した時点で登録されていない場合でも、人民法院が法に基づきこれを受理し、審理することを妨げない。権利侵害によって起訴された商標が登録商標である場合でも、起訴された権利侵害行為が先使用されている著名商標に対する複製や模倣、翻訳である案件においては、人民法院は法に基づきこれを受理する。

誠実及び信用、公平な競争の維持、先使用権の保護などの原則に基づき、当該種類の権利抵触案件を法に基づき審理する。工商登記などの合法的な形式を備えるものの、実体上において商標侵害や不正競争を構成する状況に対しては、法に基づき商標侵害や不正競争の構成を認定する。その場合、行政処理を前提条件とする必要はなく、また行政処理を理由として訴訟を中止してはならない。中国の国外で取得した企業名称などのコーポレートアイデンティティーは、たとえその取得手順が国外の法律規定に合致していても、中国国内での使用行為がわが国の法律に違反し、わが国の市場経済秩序を乱す場合には、知的財産の独立性と地域性の原則に基づき、かつわが国の法律に従い、その使用行為が商標侵害や不正競争を構成するものと認定する。企業名称を強調的に使用し、先登録された商標の専用権を侵害する場合、商標侵害行為に準じ、法に基づいて処理する。企業名称を強調的には使用していないものの、その使用が市場に混同をもたらし、公平な競争に抵触する場合、不正競争に準じ、法に基づいて処理する。過去の原因によって発生した登録商標と企業名称の権利抵触に対しては、当事者に悪意がない場合、案件の具体的な状況に応じ、それまでの経緯と現実の使用状況を考慮した上で、公平かつ合理的に抵触を解決するものとし、商標侵害や不正競争を構成すると軽率に認定してはならない。所有権が既に明らかになっている「老字号（老舗）」などのコーポレートアイデンティティーに係わる紛争については、過去を尊重し、既に形成された法律秩序を維持する。市場における一定の著名性を持ち、関係する公衆によって熟知され、実際上の商号機能を備えた企業名称中の字号、企業または企業名称の略称に対しては、それを企業名称とみなし、不正競争防止の保護を与える。企業名称を使用することで商標侵害を構成した場合、案件の具体的な状況に応じて使用の停止を命令したり、あるいは当該企業の名称の使用方式と使用範囲に対して制限を加えたりすることができる。比較的高い著名性を備えた第三者の登録商標を企業名称において不当に使用しており、使用が強調的であるか否かを問わず、いずれも市場に混同をもたらすことが回避できない場合、当事者の請求に基づき、使用差し止め、または当該企業名称の変更を判決する。使用差し止めを判決し、当事者がその執行を拒否した場合、強制執行と相応の損害賠償、救済措置を強化する。

11、不正競争と独占禁止に係わる裁判を強化し、自由な競争と公平な競争との関系に全体的に配慮し、市場構造の改善と社会主義市場経済体制の健全化を積極的に促進する。特許、商標、著作などの知的財産に係わる専門法と不正競争防止法の関系を適切に処理する。反不正競争防止法の補充保護は各専門法の立法政策に抵触してはならず、各専門法が既に最終的な規定を行っている場合、原則として反不正競争防止法によって保護を拡大することはない。反正競争防止法が特別規定において最終的な保護を規定している行為に対しては、一般的に原則規定に基づいてその保護範囲を拡大することはない。特別規定を行っていない競争行為に対しては、公認された商業基準と一般的な認識によって、それが原則規定に違反していることを認定できる場合に限り、不正競争行為を構成するものと認定することができる。不正競争の範囲を不適切に拡大し、自由な競争と公平な競争を妨げてはならない。商業秘密の保持と職業選択の自由、秘密に係わる者の競業避止、人材の合理的な流動の関系を適切に処理し、労働者が正当に就業及び創業する合法的な権利を保護する。独占禁止法の実施を高度に重視して、さまざまな独占禁止法紛争案件を法に基づいて審理し、独占行為の抑制と公平な競争の保護に努める。企業に向け、自由で寛容な創業環境と発展環境を提供する。

四、知的財産訴訟制度を改善し、貿易環境と投資環境の改善に力を入れ、対外開放水準の向上を積極的に推進する

12、訴訟権の保護を強化し、訴訟の円滑化を図る。法に基づいて訴訟権を保護し、受理条件に合致する起訴はいずれも即時に受理する。権利者の明確な権限委任を受けて訴訟の提起を代行する弁護士はいずれも権利者の名義によって訴訟を提起することができ、国外当事者の権利保護に係わる実際状況を考慮し、国外権利者が起訴状に対して署名及び捺印を行うことを厳しく要求しないものとする。知的財産裁判の実際状況を考慮し、各種訴訟制度の改善と救済手順の簡素化を図り、利便化措置を積極的に推進するとともに、司法救済の有効性を強化する。

13、知的財産の侵害無効確認訴訟制度を改善し、知的財産の濫用行為を抑制して、貿易と投資に安全かつ寛容な司法環境を提供する。知的財産分野における侵害無効確認訴訟制度を引き続き模索し、その改善を図りとともに、投資と経営活動の安全を保護する作用を十分に発揮させる。知的財産の権利者が特定の主体に対して権利侵害の警告を通達し、かつ合理的な期間内に法に基づき訴訟を提起しない場合に、警告を受けた者は権利侵害の無効確認訴訟を提起することができる以外に、投資や工場建設などを現在実施中、あるいは実施準備中である経営活動の当事者は、知的財産の権利者からその他方式によって特許権侵害などに係わる警告、または脅迫を受け、当該権利者に対してその行為が権利侵害を構成しないものであることを確認するよう自主的に請求し、かつ合理的な方式によって確認に必要な資料及び情報を提供したにもかかわらず、当該権利者が合理的な期間内に回答を行わなかったり、あるいは確認を拒否したりした場合において、権利侵害の無効確認訴訟を提起することができる。商業秘密の侵害無効確認訴訟に対する審理問題を検討し、原告の合法的な権利と投資の安全性を保護すると同時に、原告が訴訟権を濫用して第三者の商業秘密を取得することを防止する。

14、法律条件を厳格に把握し、訴訟前に権利侵害を停止させる措置に対しては慎重に対処する。訴訟前における権利侵害停止措置の実施には積極的かつ慎重に対処し、合理的かつ有効でなければならず、権利侵害に対する有効な制止と企業の正常な経営の保護の関係を適切に処理する。訴訟前の権利侵害停止は主に事実が比較的明瞭で、権利侵害が容易に判断できる案件に適用するものとし、権利侵害の可能性を認定する基準を適度に厳しく扱い、ほぼ確信できる程度を達成しなければならない。請求者に対して補填しがたい損害をもたらすか否かを見極める際には、関連の損害が金銭の賠償によって補填可能かどうか、実行可能であるとの合理的な予見が成り立つかどうかを重点的に考慮する。担保金額の確定は合理性と有効性を確保し、主に禁止命令の実施後に被請求者にもたらす可能性のある損失を考慮するが、請求者の賠償請求額を参考にすることもできる。被請求者が行う公共利益に基づく抗弁は、これを厳格に審査し、一般的には公衆の健康や環境保全、その他重大な公共利益に係わる場合にのみ考慮する。訴訟前の権利侵害停止が当事者の重大な経済的利益と経営前途に係わるため、当事者による関連の権利の乱用を防止し、制限しなければならない。また、起訴された企業の生存状態を考慮し、起訴された企業の生産と経営を措置の実施によって不当に困難に陥れることを防止する。特に特許侵害案件においては、被請求者の行為が文字通りの権利侵害を構成せず、その行為に対して引き続き審理を行い、比較的複雑な技術比較を実施しなければ判定することができない場合、訴訟前における特許侵害の停止命令は不適切である。被請求者が法に基づき、既に別途権利侵害の無効確認訴訟を提起したり、あるいは案件に係わる特許について、無効審判を請求したりした状況においては、被請求者が主張する事実と理由について審査を行い、関連の措置を実施するかを慎重に判定する。案件の進捗状況に応じ、法に基づき、適時に訴訟前における権利侵害停止の判定を解除するよう注意する。訴訟前における権利侵害停止措置の請求が誤っていた場合の被害者に対する救済を強化し、請求者が法定の期間内に起訴しない場合、または既に実際上の誤った請求を構成している場合、被害者が提起する損害賠償訴訟について、被害者に対して相応かつ十分な賠償を行うものとする。第三者の新製品発売などの重大な経営活動を妨害するため、悪意によって訴訟前の権利侵害停止措置を請求し、第三者の市場利益に深刻な損害をもたらした状況においては、被害者に十分な保護を与えなければならない。

15、権利侵害停止の救済作用を十分に発揮し、権利侵害停止責任を適切に適用することで、権利侵害行為を有効に抑制する。当事者の訴訟請求、案件の具体的な状況、権利侵害を停止する実際の必要性に基づき、当事者に対し、権利侵害製品を製造する専用材料や設備などの処分を明確に命令することができる。しかし、処分措置の実施は確かにその必要があることを前提とし、権利侵害行為の深刻性と相当するものとし、不要な損失をもたらしてはならない。関連の行為を停止することによって、当事者間に深刻な利益不均衡をもたらす場合、あるいは社会の公共利益に反する場合、または実際上、その実行が不可能である場合、案件の具体的な状況に応じて利益判断を行い、停止行為の判決を下さず、より十分な賠償や経済補償などによる代替措置を講じ、紛争の解決を図ることもできる。長期的に権利侵害を放任し、権利保護に消極的である権利者が権利侵害の停止を請求した状況において、関連行為の停止を命令することが当事者間に比較的深刻な利益の不均衡をもたらす場合は、行為停止を命令しないよう慎重に検討することができる。但し、その場合も法に基づき合理的な賠償を行うことを妨げない。

16、損害賠償の補償効果と懲罰効果、抑止効果を強化するとともに、権利保護のための支出を低減し、権利侵害の代償を増大させる。損害賠償の確定時には証拠規則を活用し、賠償金額を計算する証拠を全面的かつ客観的に審理する。論理的な推理と日常の生活経験を十分に運用し、関連証拠の信憑性と合法性、証明力に対して総合的な審査と判断を行うとともに、有力証拠の基準によって、損害賠償の事実を認定する。当事者が権利侵害によって被った損害、あるいは権利侵害によって取得された利益に基づいて賠償額を計算するよう積極的に働きかけ、単純に法定の賠償方法を適用することはできる限りこれを避ける。権利侵害によって被った具体的な損害、あるいは権利侵害によって取得した具体的な利益を証明することは困難であるが、当該金額が明らかに法定賠償限度を超過していることを証明する証拠がある場合に対しては、案件全体の証拠状況を総合的に考慮し、法定限度以上の賠償額を合理的に確定する。法律に別途規定がある場合を除き、法定の賠償方法を適用する際には、権利保護のための合理的な支出について、別途賠償額を計算する。法定の賠償方法を適用する場合、実際に考慮したさまざまな判定要素を可能な限り詳細かつ具体的に説明し、最終的な賠償結果に合理性と信用性をもたせなければならない。権利者の主張と被告が正当な理由なく提出を拒んだ保有証拠に基づいて権利侵害の金額を推定する場合、合理的な根拠や理由がなければならず、確定した金額は情理に合致し、十分な説得力を備えていなければならない。許諾費を参照して賠償を計算する際の比較性に注意し、正常な許諾を受けての実施と権利を侵害しての実施について、それらの実施方式や期間、規模などにおける区別を十分に考慮し、権利侵害の賠償金額が正常な許諾費を適度に上回るという精神を体現する。損害賠償の確定において、監査や会計などに携わる専門家の補助作用を発揮するよう注意し、当事者が専門家の補助によって計算と説明、対審を行うよう指導する。知的財産の損害賠償に対する専門査定問題を積極的に研究し、条件が整った際には専門機関による専門査定を通して損害賠償を認定する体制を適切に導入する。

17、経済分野の知的財産に係わる新問題の研究に注意し、技術貿易振興拠点とサービス・アウトソーシング拠点の建設を積極的に促進する。

  技術貿易振興拠点とサービス・アウトソーシング拠点の建設に係わる知的財産保護問題の調査及び研究を強化し、知的財産に係わる司法保護を的確に強化して、技術貿易振興拠点とサービス・アウトソーシング拠点の建設を促進するため、良好な司法環境を創出する。情報、ソフトウェア、医薬、新材料、航空・宇宙、ファインケミカルなどのハイテク分野の知的財産に対する保護の取り組みを強化し、技術貿易振興拠点の建設を積極的に促進する。ハイテク企業が自主創新能力を更に増強し、独自の知的財産を創出するよう導くとともに、独自ブランドと独自の知的財産を備えたハイテク製品を輸出し、輸出製品の国際市場における競争力がより向上するよう大々的に支持する。サービス・アウトソーシングにおける知的財産に係わる法律問題を深く研究し、サービス・アウトソーシング拠点の建設を促進する。司法裁判を通じてサービス・アウトソーシング企業が知的財産保護意識を持つよう指導し、企業の知的財産保護制度の確立と整備を図り、アウトソーシングサービスの競争力向上を目指す。

18、加工貿易に関連する司法政策を改善し、加工貿易の健全な発展を促進する。加工貿易における知的財産の保護問題を真剣に研究し、加工貿易に係わる知的財産案件の裁判の経験を総括するよう努め、そこに存在する重要問題の解決を図るとともに、司法保護政策を改善し、加工貿易のモデル転換と高次元化を促進する。現在のOEM輸出入において多発している商標侵害紛争を適切に処理し、商標侵害を構成する状況に対しては、加工業者が必要な審査注意義務を履行したかを考慮し、権利侵害責任の履行を合理的に決定する。

19、平等保護の原則を堅持し、いかなる形式の保護主義にも徹底的に反対する。法を厳守して案件に対処し、現地と外地、本国と外国の当事者の合法的権利を平等に保護し、地方保護と部門保護を断固として抑制する。国内市場の統一と開放を促進し、投資環境の改善と投資の自信の増強を図る。また、国際社会における名声を向上させ、良好なイメージを確立し、対外開放の水準を引き上げる。国内の大局と国際の大局への全体的対応を図り、貿易と関連した重大な知的財産紛争を適切に処理し、国内市場と国際市場を含む両市場のリソースの全体的活用に積極的に寄与するとともに、関連の国際条約と国際慣例の厳格な遵守と国際間の経済・貿易協力の促進に努め、かつ国益と経済安全の保障に終始注意を払い、自主創新を奨励し、促進することで、知的財産分野におけるわが国の総合力と国際競争力を向上させる。対外関系と具体的な案件の審理の関系を正しく処理し、一般の渉外案件であるか、国際社会から注目される敏感な案件であるかを問わず、いずれも法を厳守して案件に対処する。一方的な外部の世論に盲目的に迎合し、公正な司法を犠牲にしてはならない。

20、同種の案件と関連の案件の協調的指導を強化し、司法行為を規範化するとともに、法律と政治の統一を維持する。同種の案件に対する調査研究と業務指導を強化し、司法解釈の範囲を広げ、司法政策を改善すると同時に、代表的な案件を通じた指導制度を積極的に推行し、法律適用基準の明確化を図り、これを改善していく。裁判官による自由裁量権の行使に対する規制と規範体制を強化し、自由裁量権の正当行使の基準を詳細化する。法律的な問題が同じで、裁判上の性質が異なる案件に対しては、審理の級別監督を強化し、第二審と再審による是正機能を十分に発揮させる。また、関連案件に対する協調指導の取り組みを強化し、協調処理体制を整備する。同一の法的事実、または同一の法的関系に係わる関連案件に対しては、送致しなければならない場合、法律の規定に基づいて管轄を送致し、審理を合併する。関連案件の審理を行う法院間の相互連絡制度と、共通の上級法院に協調指導を要請する制度を整備する。後から受理した法院は、積極的かつ主体的に連絡し、上級法院に対して適時に協調の実施を要請することで、相互に矛盾した判決を行うことを回避する。

以上
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